
各年度決算額（平成29年度は決算見込み額）
区　　　　　　分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

① 歳 入 総 額 12,285,093 12,388,137 14,002,566 13,865,599 13,886,772
② 歳 出 総 額 11,853,401 12,020,412 13,891,347 13,520,601 13,355,170
③ 収 支 差 引（ ① − ② ） 431,692 367,725 111,219 344,998 531,602
④ 基 金 繰 入 額 ＊1 0 0 0 0 2,673
⑤ 財政支援繰入額 ＊2 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
⑥ 前 年 度 繰 越 金 391,091 431,692 367,725 111,219 344,998
⑦ 基 金 積 立 金 160 158 157 146 147
⑧ 公 債 費 0 0 0 0 0
⑨ 単 年 度 収 支 ＊3

（③−④ −⑤ −⑥+⑦+⑧） △ 209,238 △ 313,809 △ 506,349 △ 16,075 △ 65,922
⑩ 基 金 残 高 200,204 200,362 200,519 200,665 198,139

単位：千円

　

日
本
で
は
、
病
気
や
け
が
を
し

た
と
き
に
、
安
心
し
て
医
療
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に｢

国
民
皆
保
険｣

が
制
度
化
さ
れ
、
何
ら
か
の
公
的

保
険
へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
国
民
健
康
保
険（
以

下｢

国
保｣

）は
そ
の
中
の
一
つ
で
、

県
と
市
町
村
が
共
同
で
運
営
し
て

い
る
保
険
で
す
。
現
在
、
本
市
全

体
の
２
割
強
の
方
が
国
保
加
入
者

（
被
保
険
者
）で
す
。

　

近
年
、
被
保
険
者
の
高
齢
化
や

景
気
の
低
迷
な
ど
に
よ
り
、
国

保
税
は
減
収
の
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
一
方
、
１
人
当
た
り
医
療
費

（
保
険
給
付
費
）は
増
加
し
て
お

り
、
国
保
は
大
変
厳
し
い
財
政
運

営
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
保
に
係
る
経
費
は
、
国
な
ど

か
ら
の
補
助
金
と
被
保
険
者
か
ら

の
国
保
税
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い

ま
す
。
今
後
も
保
険
給
付
費
は
ま

す
ま
す
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
、
保
険
給
付
費
が
増
え
る
と
、

国
保
の
財
政
圧
迫
に
よ
り
国
保
税

の
引
き
上
げ
に
つ
な
が
り
ま
す
。

医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
は
、
適

正
な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

国保税
1,634,937千円

国の負担金
3,305,738千円

県の負担金
539,566千円

共同事業交付金
3,123,155千円

前期高齢者交付金
3,578,849千円

共同事業拠出金
3,068,601千円

保険給付費
8,280,545千円

歳出
決算見込み額

歳入
決算見込み額

その他の収入 56,305千円繰越金 344,998千円

他会計繰入金
1,046,594千円

退職者交付金
256,630千円

後期高齢者支援金 1,164,144千円

老人保健拠出金
28千円

介護納付金 452,084千円

その他の支出
31,371千円

諸支出金 204,499千円
保健事業費など
153,898千円

歳入（総額13,886,772千円） 歳出（総額13,355,170千円）

すぐにできる医療費の適正化！「ジェネリック医薬品を利用しましょう。」

本
市
の
国
民
健
康
保
険
の
状
況

＊1　 国保事業特別会計の財源不足を補うために、本市が積み立てている国民健康保険基金を取り崩し、当
該特別会計へ繰り入れを行った額です。

＊2　 本市の一般会計（市の一般的な事業に係る会計）から国保事業特別会計へ財政支援を行った額です。
＊3　 当該年度（単年度）の歳入から歳出を差し引いた額で、前年度繰越金や赤字補てんのための繰入金など

を除いた額です。平成29年度の決算見込み額は、約6,592万円の赤字となっており、前年度より悪化
しています。

【
問
合
先
】＝
本
庁
保
険
年
金
課
国
保
グ
ル
ー
プ
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国保事業特別会計＜歳入・歳出＞（平成29年度決算見込み額）

国保事業特別会計の推移＜単年度収支の状況＞
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国
保
の
加
入
者
数
と
国
保
税

　

平
成
29
年
度
の
被
保
険
者
数
は
、
年
間
平

均
で
２
万
８
４
９
人
と
な
り
、
前
年
度
よ
り

９
３
３
人
、
約
４
・
３
％
減
少
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
75
歳
到
達
に
よ
り
、
８
８
８
人
が

国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行
し

た
こ
と
が
主
な
要
因
で
す
。
な
お
、
本
市
の

人
口
に
占
め
る
国
保
の
加
入
割
合
は
約
21
・

２
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、こ
れ
に
伴
う
国
保
税
の
収
納
額（
現

年
課
税
分
）は
約
15
億
７
９
８
万
円
で
、
前

年
度
よ
り
約
５
８
３
２
万
円
、
約
３
・
７
％

の
減
少
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
療
養
諸
費
と
１
人
当
た
り
医
療
費

　

平
成
29
年
度
の
本

市
国
保
に
お
け
る
療

養
諸
費
の
総
額
は
、

約
70
億
７
１
７
７
万

円
で
、
前
年
度
よ
り

約
３
９
8
万
円
、
約

０
・
05
％
増
加
し
ま

し
た
。

　

一
方
、
１
人
当
た

り
医
療
費
は
、
約
33

万
９
千
円
で
、
前
年

度
よ
り
約
１
万
５
千

円
、
約
４
・
５
％
増

加
し
て
お
り
、
全
国

平
均
よ
り
高
い
水
準

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

加
入
者
一
人
一
人
の
負
担
を
減
ら
す
た
め

に
も
、
日
頃
の
生
活
を
見
直
し
、
医
療
費
を

有
効
に
使
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
か
か
り
つ
け
医
・
薬
局
を
持
ち
ま
し
ょ
う

　

日
常
的
な
診
療
を
行
っ
て
く
れ
る
身
近
な

お
医
者
さ
ん｢

か
か
り
つ
け
医｣

は
、
あ
な
た

が
何
で
も
気
軽
に
安
心
し
て
相
談
で
き
る
力

強
い｢

健
康
パ
ー
ト
ナ
ー｣

で
す
。
あ
な
た
自

身
と
家
族
の
健
康
の
た
め
に
、
身
近
に｢

か

か
り
つ
け
医｣

を
持
ち
、
普
段
の
健
康
管
理

や
日
常
的
な
病
気
の
治
療
の
場
合
は
、
そ
の

｢

か
か
り
つ
け
医｣

で
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
患
者
は
、
ど
こ
の
病
院
に
か
か
っ

て
い
て
も
、
処
方
箋
が
あ
れ
ば
薬
局
を
自
由

に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
つ
も
利
用

す
る
薬
局
、
す
な
わ
ち｢

か
か
り
つ
け
薬
局｣

を
持
つ
こ
と
で
、
薬
歴（
薬
の
服
用
の
記
録
） 

を
総
合
的
に
管
理
で
き
る
利
点
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
薬
の
飲
み
合
わ
せ
な
ど
に
よ

る
副
作
用
を
未
然
に
防
止
で
き
る
ほ
か
、
薬

の
飲
み
忘
れ
や
気
掛
か
り
な
こ
と
な
ど
、
気

軽
に
ア
ド
バ
イ
ス
や
健
康
情
報
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
早
め
に
特
定
健
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う

　

本
年
４
月
に
国
保
に
加
入
し
て
い
る
40
歳

か
ら
74
歳
ま
で
の
方
に
、
特
定
健
診
の
受
診

券
を
発
送
し
て
い
ま
す
。

　

特
定
健
診
は
、
生
活
習
慣
病
の
原
因
と

な
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候
群（
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
）に
着
目
し
て
行
う
健
診
で
す
。
要
介
護

状
態
の
原
因
と
な
る
心
筋
梗
塞
や
脳
卒
中
な

ど
命
に
も
関
わ
る
深
刻
な
病
気
を
未
然
に
防

ぐ
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

本
年
は
、
11
月
30
日（
金
）ま
で
、
指
定
の

医
療
機
関
で
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

早
め
の
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　
交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ
た
と
き
は
、　

　
必
ず
届
け
出
ま
し
ょ
う

　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
か
ら
傷
病
を
受

け
た
場
合
も
、
国
保
で
受
診
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
必
ず
本
庁
保
険
年

金
課
に
連
絡
を
し
、｢

第
三
者
行
為
に
よ
る

傷
病
届｣

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
第
三
者
行
為
が
原
因
の
医
療
費
は
、

本
来
加
害
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。
国

保
で
は
一
時
的
に
医
療
費
を
立
て
替
え
て
、

後
日
加
害
者
に
請
求
し
ま
す
が
、
届
け
出
が

な
け
れ
ば
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

国
保
が
医
療
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
り
ま
す
。

＊
第
三
者
行
為
と
な
る
も
の

　

 

交
通
事
故
や
傷
害
、
他
人
の
犬
に
か
ま
れ

た
、
他
人
の
落
下
物
に
当
た
っ
た
、
傷
害

事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た　

な
ど

　
　

こ
ん
な
と
き
、
国
保
は
使
え
ま
せ
ん

　

 

勤
務
中
や
通
勤
途
中
で
の
事
故
、
飲
酒
運

転
な
ど
の
不
法
行
為
、
加
害
者
と
示
談
が

成
立
し
た
交
通
事
故　

な
ど

　
国
保
税
は
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

国
保
税
が
未
納
で
再
三
の
催
告
に
も
応
じ

て
い
た
だ
け
な
い
場
合
は
、
国
保
税
の
負
担

の
公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
財
産
の

差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
特
別
な
理
由
が
な
く
滞
納
が
続
く

と
、
通
常
の
保
険
証
よ
り
有
効
期
間
の
短
い

短
期
被
保
険
者
証
や
、
医
療
機
関
で
受
診
の

際
に
一
時
的
に
窓
口
で
全
額
自
己
負
担（
10

割
負
担
）し
て
い
た
だ
く
被
保
険
者
資
格
証

明
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
早
め
に
相
談
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
災
害
、
失
業
、
病
気
な
ど

の
や
む
を
得
な
い
事
情
で
国
保
税
を
納
期
限

ま
で
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
、

早
め
に
収
納
課
へ
相
談
く
だ
さ
い
。
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被保険者数（人） 税収（千円）

被保険者数・税収

1,772,8541,772,854

1,682,5051,682,505

1,613,0441,613,044

23,70123,701
23,24223,242

22,63022,630

21,78221,782

20,84920,849

1,566,3011,566,301
1,507,9861,507,986

療養諸費・１人当たり医療費

療養諸費（千円） １人当たり医療費（千円）

297297 311311 323323 324324 339339
7,040,0127,040,012

7,238,8097,238,809
7,310,3977,310,397

7,067,7927,067,792
7,071,7717,071,771
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